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　空き家バンクを活用してみませんか？　　　問政策課　撒（５７）４１７８

　野木町空き家バンクでは、空き家の登録情報をホームページなどで公開し、売買や賃貸借のマッチングを行ってい

ます。空き家を売りたい・貸したい方や買いたい・借りたい方はぜひご利用ください。

　
 　空き家バンク登録物件を対象に、下記補助金を交付します。

　※それぞれ１住宅または１人に対し１回限りの交付です。申請方法など詳しくはお問合せください。

リフォーム工事 家財処分

・費用の２分の１以内（限度額５０万円）を補助
・工事に要する費用が２０万円以上であること

・費用の２分の１以内（限度額１０万円）を補助
・家財処分に要する費用が５万円以上であること
・家財処分の実施は一般廃棄物処理等の許可業者であること

【補助額・要件】○売買または賃貸借契約において空き家バンクを使用して締結または書面による同意を得ていること

　　　　　　 ○町税を滞納していないこと

　　　　　　 ○利用者が申請する場合は空き家所有者の３親等以内の親族でないこと

野木町空き家バンクへの

アクセスはこちらから ↓

【対象】○野木町空き家バンクの登録物件の所有者（売りたい人・貸したい人）

　　　○野木町空き家バンクの利用者（買いたい人・借りたい人）

★１月のお風呂　温泉《西那須野温泉大鷹の湯》…（男女露天風呂）２８日（土）・２９日（日）

★毎週金曜日　かわり湯…季節の湯

【催し物】★優しいヨガ教室：１６日・３０日（隔週月曜日１０時２０分～１１時５０分）

　　　　★フィットネススタジオ：毎週木・金・土曜日※トレーニングシューズをご持参ください。

　　　　★ネイル・フェイシャル・ハンドケア：１６日（月）１０時３０分～１５時３０分

　　　　★健康麻雀（自動卓）：毎週水曜日、第１・３・５日曜日　１部：１０時～１３時　２部：１３時３０分～１６時３０分

【年末年始営業のおしらせ】１２月２７日(火)より１月１日(日)まで休館日になります。

新年：２・３日は特別営業※両日１５０名甘酒無料配布（１０時～２０時）

　　 ４・５日は振替休館日　６日以降は通常営業になります。

住所　野木町南赤塚１５１４
電話　０２８０（５７）０７５５
指定管理者　宮ビルサービス㈱
休館日　火曜日
開館時間　１０時～２０時

ゆ～らんど（野木町健康センター）お知らせ
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